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チルドミートボール品質表示基準（平成１２年１２月１９日農林水産省告示第１６７８号）一部改正（案）新旧対照表

改 正 案 現 行

チルドミートボール品質表示基準 チルドミートボール品質表示基準

（定義） （定義）

第２条 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお 第２条 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。 りとする。

用 語 定 義 用 語 定 義

次に掲げるものを包装したものであって、チルド温度帯において冷蔵して 次に掲げるものを包装したものであって、チルド温度帯において冷蔵してチルドミートボー チルドミートボー

あるものをいう。 あるものをいう。ル ル

１ 食肉（牛肉、豚肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、家兎肉又は家きん肉を １ 食肉（牛肉、豚肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、家兎肉又は家きん肉を
と と

いう。以下同じ。）をひき肉したもの又はこれに魚肉（鯨その他魚以外 いう。以下同じ。）をひき肉したもの又はこれに魚肉（鯨その他魚以外

の水産動物の肉を含む。以下同じ。）を細切し若しくはすりつぶしたも の水産動物の肉を含む。以下同じ。）を細切し若しくはすりつぶしたも

の（その使用量が食肉の使用量を超えないものに限る。）、牛、豚、馬 の（その使用量が食肉の使用量を超えないものに限る。）、牛、豚、馬

、めん羊、山羊、家兎若しくは家きんの臓器及び可食部分をひき肉し若 、めん羊、山羊、家兎若しくは家きんの臓器及び可食部分をひき肉し若
と と

しくは細切したもの（その使用量が食肉の使用量を超えないものに限る しくは細切したもの（その使用量が食肉の使用量を超えないものに限る

。）若しくは肉様の組織を有する植物性たん白を加えたものに、玉ねぎ 。）若しくは肉様の組織を有する植物性たん白（その使用量が食肉の使

その他の野菜 、つなぎ、調味料、香辛料等を加え 用量を超えないものに限る。）を加えたものに、玉ねぎその他の野菜、をみじん切りしたもの

又は加えないで練り合わせた後、球状等に成形し、食用油脂で揚げ、ば つなぎ、調味料、香辛料等を加え又は加えないで練り合わせた後、球状

い焼し又は蒸煮したもの（食肉の原材料に占める重量の割合が５０％を 等に成形し、食用油脂で揚げ、ばい焼し又は蒸煮したもの

超え、かつ、植物性たん白の原材料に占める重量の割合が２０％以下で

あるものに限る。）

２ １にソース（動植物の抽出濃縮物、トマトペースト、果実ピューレー ２ １にソース（動植物の抽出濃縮物、トマトペースト、果実ピューレー

、食塩、砂糖類 、香辛料等で調製し 、食塩、砂糖類、香辛料等で調製した調味液（野菜等の固形分を含むも（砂糖、糖みつ及び糖類をいう。）

た調味液（野菜等の固形分を含むものを含む。）をいう。以下同じ。） のを含む。）をいう。以下同じ｡）を加えたもの

を加えたもの

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

（表示の方法） （表示の方法）

第３条 名称、原材料名及び内容量の表示に際しては、製造業者等（加工食品品質表示基準第３条第 第３条 名称、原材料名及び内容量 、製造業者等（加工食品品質表示基準第３条第の表示に際しては

１項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。）は、次の各号に規定するところによらなければな １項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。）は、次の各号に規定するところによらなければな

らない。 らない。

(1) 名称 (1) 名称

加工食品品質表示基準第４条第１項第１号本文の規定にかかわらず、「チルドミートボール」 加工食品品質表示基準第４条第１項第１号本文の規定にかかわらず、「チルドミートボール」
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と記載すること。ただし、魚肉、臓器及び可食部分並びに肉様の組織を有する植物性たん白を使と記載すること。ただし、魚肉、臓器及び可食部分並びに肉様の組織を有する植物性たん白を使

用していないものであって１種類の食肉のみを使用したものにあっては、その食肉の名称を「チ用していないものであって１種類の食肉のみを使用したものにあっては、「チルドミートボール

（○○）」（○○は、「ビーフ」、「ポーク」、「チキン」等の食肉の種類とする。）と記載す 記載することができる。ルドミートボール」と併せて

ることができる。

(2) 原材料名 (2) 原材料名

加工食品品質表示基準第４条第１項第２号（エを除く。）の規定にかかわらず、使用した原材 加工食品品質表示基準第４条第１項第２号（エを除く。）の規定にかかわらず、使用した原材

料（ソースを加えたものにあっては、ソースを含む。）を、次のアからウまでの区分により、 料を、 次の ところによ原 原材料に占める重量の割合の多いものから順に、 アからウまでに規定する

ところにより記 り記載すること。材料に占める重量の割合の多いものから順に、それぞれアからウまでに規定する

載すること。

ア 食品添加物以外の原材料（ソースの原材料を除く。）は、次に定めるところにより記載する ア する食品添加物以外の原材料（ソースの原材料を除く。）は、次に定めるところにより記載

こと。 こと。

「牛肉」、「豚肉」、「たら」、「粒状植物性たん白」、「パン粉」、「食塩」、「牛肉 「牛肉」、「豚肉」、「たら」、「粒状植物性たん白」、「パン粉」、「食塩」、「牛肉(ｱ) (ｱ)

エキス」、「こしょう」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の エキス」、「こしょう」等とその最も一般的な名称をもって記載すること。ただし、こしょ

多いものから順に記載すること。ただし、こしょうその他の香辛料にあっては、「香辛料」 うその他の香辛料にあっては、「香辛料」と記載することができる。

と記載することができる。

使用した食肉等（食肉並びに臓器及び可食部分をいう。）、魚肉、つなぎ又は野菜等が２ 使用した食肉等（食肉並びに臓器及び可食部分をいう。）、魚肉、つなぎ又は野菜等が２(ｲ) (ｲ)

種類以上である場合は、(ｱ)の規定にかかわらず、「食肉等」（食肉のみを使用した場合は 種類以上である場合は、(ｱ)の規定にかかわらず、「食肉等」（食肉のみを使用した場合は

、「食肉」）、「魚肉」、「つなぎ」又は「野菜等」（野菜のみを使用した場合は、「野菜 、「食肉」）、「魚肉」、「つなぎ」又は「野菜等」（野菜のみを使用した場合は、「野菜

」）の文字の次に、括弧を付して、それぞれ「牛肉、豚肉、牛肝臓」、「たら、まぐろ」、 」）の文字の次に、括弧を付して、それぞれ「牛肉、豚肉、牛肝臓」、「たら、まぐろ」、

「パン粉、でん粉」又は「たまねぎ、にんじん」等と、原材料に占める重量の割合の多いも 「パン粉、でん粉」又は「たまねぎ、にんじん」等と、原材料（ソースの原材料を除く。）

のから順に記載すること。 に占める重量の割合の多いものから順に記載すること。

使用した肉様の組織を有する植物性たん白が２種類以上である場合は、(ｱ)の規定にかか 使用した肉様の組織を有する植物性たん白が２種類以上である場合は、(ｱ)の規定にかか(ｳ) (ｳ)

わらず、「粒状・繊維状植物性たん白」又は「繊維状・粒状植物性たん白」と、原材料に占 わらず、「粒状・繊維状植物性たん白」又は「繊維状・粒状植物性たん白」と、原材料（ソ

める重量の割合の多いものから順に記載すること。 ースの原材料を除く。）に占める重量の割合の多いものから順に記載すること。

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

(3) （略） (3) （略）

第４条・第５条 （略） 第４条・第５条 （略）


	（資料５－１）チルドハンバーグステーキ・チルドミートボール品質表示基準改正の
	（資料５－２）チルドミートボール品質表示基準（新旧）



